
拝啓  時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。
　本会の事業活動には平素より格別なご支援・ご協力を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、2018年 4月から保険者機能の強化を目的として、指定居宅介護支援事業所の指定権限が全国の市町村に
移譲されました。居宅介護支援事業者や介護支援専門員の質の向上は、自立支援・重度化防止等の取り組みや介
護給付適正化の観点からも重要であり、喫緊に取り組むべき課題と位置付けられています。しかし、地方分権・自治体
の役割の多様化に伴う業務の細分化なども加わって、担当職員への負担増加が懸念されています。
　本講座では、指定居宅介護支援事業所への指導監督を行う上で担当者が知っておくべき知識を、制度や基準とい
った基礎的な内容から解説いたします。各市町村における指導監督の実務にすぐ役立てられるよう、グループワークを多
用しながら実践的に学んでいただきます。
　公務ご多忙の折とは存じますが、この機会に関係各位多数のご参加をおすすめ申しあげます。

敬　具　

2019年 8月29日（木）
      　　　　　 8月30日（金）

田中

介 護 保 険 課 長
高 齢 者 支 援 課 長
高 齢 福 祉 課 長
福 祉 指 導 課 長
広域連合事務局長

殿

指定居宅介護支援事業所における指導監督のポイント
介護保険担当職員のための

13：30～17：00
9：30～16：00

日経関発第 31－0 8 0 4号
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四
つ
橋
筋

※宿泊料は変更になる場合がございます。
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田中

「指定居宅介護支援事業所における指導監督のポイント」参加申込書（２７１８）2019 8/29～30

※参加申込書にご記入いただいた情報は、以下の目的に使用させていただきます。②がご不要の場合は□にチェックしてください。・・・□不要

①参加券や請求書の発送などの事務処理 ②セミナーなど本会事業のご案内

（2.5）

１．介護保険法の構成と理念等

２．指導監督の仕組み

　１）指導監督について

２）運営指導と報酬請求指導の目的

３）介護保険の指導監督業務の現状と課題

４）業務管理体制の整備と介護サービス
　　情報の公表

３．ケアマネジメントの理解

１）居宅介護支援事業所と介護支援専門員

２）2018 年法改正、報酬改定の概要

３）ケアマネジメントの基礎理解

４．実地指導の知識と手順

１）事前準備　　

２）当日

３）事後の事務

５．意見・情報交換

※本講座は、講義とグループワークを組み合わせ
た内容となっております。
※当日は、厚生労働省令の基準をもとに条例で定
めた「指定居宅介護支援の事業の運営に関する
基準」とその解釈規則などをご持参ください。

31，320円
34，560円

レ

　保健師として千葉県に入職。県型保健所、精神科救急病院、県庁母
子保健主管課、県庁介護保険担当課等勤務。 2005年 4 月～現職。全国
で介護支援専門員法定研修等の委員及び講師をも務めながら、高齢者
支援分野の実務者への資質向上や高齢者の権利擁護、地域のネットワ
ークづくりに尽力している。
＜保有資格＞
　保健師・介護支援専門員・介護支援専門員指導者・認知症介護指導
者 等
＜近著＞
　「改訂 法的根拠に基づく ケアマネ実務ハンドブック【介護報酬・
加算減算編】」（中央法規 2018年）、「改訂 法的根拠に基づく ケアマ
ネ実務ハンドブック【介護報酬・加算減算編】」（中央法規 2018 年）、「ケ
アプランの書き方～押さえておきたい記入のポイント～」（中央法規 
2018年）、「2018年改定対応 記載例で学ぶ居宅介護支援経過 ～書くべ
きこと・書いてはいけないこと～」（第一法規 2018年）、「ケアマネジ
ャーのための介護報酬 加算・減算ハンドブック 第 2 版」（ナツメ社 
2018年）、「実践で困らない！駆け出しケアマネジャーのためのお仕
事マニュアル 第 2 版」（秀和システム 2018 年）等。

あたご研究所　代表　　　　　後　藤　佳　苗   氏

※当日は、講師の著書「改訂 法的根拠に基づくケアマネ実務ハンドブック（中央法規2018）」を配布し、
　テキストとして使用します。


